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号言正 t索 目 原 作成 立証趣旨

(作成者等) . 年月日

写

乙第40号証 核原料物質，核燃料物 写 H24.9.1 原子力規制委員会が，平成 24年当

質及び涼子炉の規制に 9 時，改正前原子炉等規制j法における 21

関する法律等に基づく 3条 1項及び同法26条 1項の審主主基

原子力規制委員会の処 準又は処分基準について， 「当該審査|

分に係る審査基準等 基準は，第 24条の規定を基としつ

(原規総発120919127 つ，同条第1項については，以下の旧

号) 原子力安全委員会等が決定した安全審|

(原子力規制委員会) 査宇旨童十， 旧原子力安全委員会等が了承

した専門部会報告書等によるものとす

る。」としていたこと

乙第41号証 安全審査に用いるす齢十 写 H24.5.2 原子炉安全専門審査会の調査審議に当

等について 9 たっては，原子力安全委員会(その前l

(原子力安全委員会 身としての原子力委員会を含む。)が

原子炉安全専門審査 策定してきた安全審査指針類を用し、る

会) としていたこと

乙第42号証 核原料物質，核燃料物 写 日25.6.1改正原子炉等規制法の第3段階自の施

質及び原子炉の規制に 9 行にイ半い，乙第40号誌の別表の改正が

関する法律等に基づく 原子力規制委員会で決定されたこと

原子力規制委員会の処

分に係る審査基準等

(原規総発1306193号)

(原子力規制委員会)

乙第43号証 新規制基準に係る主な 写 H25.6.1 特定重大事故等対処施設等に関する新

経過規定について 9 規則基準適合時期について平成30年

(原子力規制庁) 7月7日までとする特段の規定が定め

られていること
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